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１．税制改正で家計への影響は？ 

◆「扶養控除」の廃止・縮小と「給与所得控除」の上限設定…政府税制調査会では、現政権の目玉施策である「子ども手

当」や「公立高校の授業料無償化」などの家計支援の実施とバランスをとるため、所得課税の見直しによる増税を模索し

始めています。来年度税制改正の見直し案として浮上しているのが「一般の扶養控除の廃止」、「特定扶養控除の縮小」

と「給与所得控除の上限設定」です。 

◆具体的には？…来年度から支給が始まる予定の「子ども手当」（中学校卒業までの子ども１人あたり月２万 6,000 円［初

年度は半額］の手当）との見合いで、所得金額から扶養親族１人あたり 38 万円を差し引く「一般の扶養控除」の廃止はす

でに固まっています。また、16 歳から 22 歳の高校生や大学生等の特定扶養親族がいる場合に１人あたり 63 万円を差し

引く「特定扶養控除」は、公立高校の授業料の無償化案に連動して、縮小が検討されています。さらに、給与収入から一

定額を差し引く「給与所得控除」に上限を設けることで、所得税の重要な機能である所得の再分配の効果を高めるとして

います。 

◆増税の負担が重くなる家庭もある。…これらのことを考えると、成年の扶養家族や大学生・浪人生を抱える家庭では、

「子ども手当」や「公立高校の授業料無償化」の恩恵は受けられず、一般扶養控除・特定扶養控除だけが廃止・縮小とな

り増税は免れないことになります。特定扶養控除の額を仮に 38 万円に縮小した場合、高校生の子ども２人がいる課税所

得 700 万円の家庭では、所得税で年間約 11 万 5,000 円の負担増に、全廃した場合には約 29 万円の負担増になるとさ

れています。また、給与所得控除に上限を設ければ、高額所得者はさらに負担が増えるということになります。雇用や景

気に不安が続く中、サラリーマン家庭の増税を急げば、これらの控除見直しに対する反発は免れないでしょう。「子どもを

社会全体で育てていく」という考えは必要でしょうが、それに伴う財源の確保については慎重な検討が求められます。 

２．「父親のワーク・ライフ・バランス応援サイト」開設 （http://www.papa-wlb.jp/index.html） 

厚生労働省は、主に子育て期の男性労働者を対象とした「父親の WLB（ワーク・ライフ・バランス）応援サイト」を開設しま

した。このサイトは、父親も子育てができる働き方の実現に向けて、子育て期における父親の役割、育児休業取得の際の

留意点のほか、両立支援に関する制度の概要、子育てにかかる経済的支援制度や各種相談窓口等の紹介など、仕事と

子育てを両立させ、相乗効果を生み出すためのヒントがまとめてあります。わが国では勤労者世帯の過半数が共働き世

帯。しかし、実際の育児休業取得率は 1.23％に過ぎず、男性が子育てや家事に費やす時間については極めて低い水準と

なっています。子育て世帯の「仕事と子育てを両立したい！」という希望に応えるとともに、女性が安心して働き続けるため

には、男性の働き方の見直しや子育てへの積極的な関わりを促進させることが必要となっています。 

このような流れを受け、本年６月に「改正育児・介護休業法」が成立しました。改正法では、父親の育児休業の取得促進

を目的とした「パパママ育休プラス」や、出産後８週間以内の期間に育児休業を取得した父親に限って育児休業を再取得

できる制度の新設、配偶者が専業主婦（夫）であっても育児休業を取得できる制度など、男女ともに子育てや介護をしなが

ら働き続けることができる環境作りを目指した内容となっています（実際の施行日はまだ未確定）。男性の子育てへの積極

的な参加と、ワーク・ライフ・バランスに対する企業のより一層の支援が期待されます。 

３．年末年始休暇のご案内  

少し早いご案内ですが、本年の年末年始休暇は 12/28～1/4 までとさせていただきます。 
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責任編集：社会保険労務士 

秋山・隅谷・玉川・安部（武蔵野支部） 

１１月初旬、所属する社労士のグループで、香川県に旅行に行きました。こんぴ

らさん参りとさぬきうどんめぐり。一泊二日の強行スケジュール。金毘羅さんは 785 段

の階段を登ります。奥社まではさらにそこから 580 段。地道に一歩一歩足を前に繰

り出しゴールに約１時間かけて到着。人生の縮図のように感じる光景です。こんぴら

さんは、日本でも有数のパワースポットの一つ。本宮での参拝だけでなく、マイナスイ

オンが出すぎてる参道でもパワーをたくさんもらいました。（秋山） 
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